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◆ 当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生（支）局に届出

を行っています。 

 

□ 歯科外来診療医療安全対策加算１ 

当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配 

置、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を保有し、緊急時においては他の医療機関と連 

携するとともに、医療安全に係る十分な体制を整備しています。 

 

連携先医療機関名（病院等含む）：船橋中央病院                                          

電 話 番 号：047-433-2111                                                                 

連携の方法等： 電話等にて                                                              

 

□ 歯科外来診療感染対策加算１ 

当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体 

制を整備しています。 

 

□ 小児口腔機能管理料の注５に規定する口腔管理体制強化加算 

歯科疾患の重症化予防に資する継続管理（口腔機能等の管理を含むもの）、高齢者・ 

小児の心身の特性及び緊急時対応等に係る研修を全て修了するとともに、う蝕や歯 

周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加 

しています。 

連携先医療機関名（病院等含む）：習志野市在宅医療センター                                          

電 話 番 号： 047-453-5655                               

    

 

□ 歯科口腔リハビリテーション料２ 

当医院では、顎関節症の治療に関して、指導や訓練を行う体制を整備しており、 

磁気共鳴コンピュータ断層撮影（ＭＲＩ撮影）機器を所持する医療機関（病院等）

と連携しております。 

連携先医療機関名（病院等含む）：国際医療福祉大学市川総合病院                                          

電 話 番 号： 047-322-0151                      

当医院からのご案内 


